
議案第４９号

杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

平成２３年９月７日

提出者 杉並区長 田 中 良

杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例

第１条 杉並区特別区税条例（昭和３９年杉並区条例第４１号）の一部を次のよう

に改正する。

第１３条第１項中「、正当な理由がなくて申告」を「正当な事由がなくて申告

を」に、「３万円」を「１０万円」に改める。

第２０条の２を次のように改める。

（寄附金税額控除）

第２０条の２ 所得割の納税義務者が、前年中に法第３１４条の７第１項第１号

及び第２号に掲げる寄附金又は次に掲げる寄附金のうち規則で定めるものを支

出した場合においては、同項に規定するところにより控除すべき額（当該納税

義務者が前年中に同項第１号に掲げる寄附金を支出した場合にあつては、当該

控除すべき金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」

という。）をその者の第１９条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額か

ら控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超

えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。

(１) 所得税法第７８条第２項第２号の規定に基づき財務大臣が指定した寄附

金

(２) 所得税法施行令（昭和４０年政令第９６号）第２１７条第１号に規定す

る独立行政法人に対する寄附金（当該法人の主たる目的である業務に関連す

るものに限る。）

(３) 所得税法施行令第２１７条第１号の２に規定する地方独立行政法人に対

する寄附金（当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。）

(４) 所得税法施行令第２１７条第２号に規定する法人に対する寄附金（法第



３１４条の７第１項第２号に掲げるものを除き、当該法人の主たる目的であ

る業務に関連するものに限る。）

(５) 所得税法施行令第２１７条第３号に規定する公益社団法人及び公益財団

法人（所得税法施行令の一部を改正する政令（平成２０年政令第１５５号）

附則第１３条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前

の所得税法施行令第２１７条第１項第２号及び第３号に規定する民法法人を

含む。）に対する寄附金（当該法人の主たる目的である業務に関連するもの

に限る。）

(６) 所得税法施行令第２１７条第４号に規定する学校法人に対する寄附金

（当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。）

(７) 所得税法施行令第２１７条第５号に規定する社会福祉法人に対する寄附

金（法第３１４条の７第１項第２号に掲げるものを除き、当該法人の主たる

目的である業務に関連するものに限る。）

(８) 所得税法施行令第２１７条第６号に規定する更生保護法人に対する寄附

金（当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。）

(９) 租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第４１条の１８の２第２項

に規定する特定非営利活動に関する寄附金（その寄附をした者に特別の利益

が及ぶと認められるものを除く。）

２ 前項の特例控除額は、法第３１４条の７第２項に定めるところにより計算し

た金額とする。

第２５条第２項中「記載された事項」の次に「（施行規則第２条の３第１項に

規定する事項を除く。）」を加える。

第２６条の見出し中「かかる」を「係る」に改め、同条第１項中「納税義務者

のうち」を「納税義務者が」に、「第２４条第７項」を「同条第７項」に、「申

告しなかつた」を「申告をしなかつた」に、「３万円」を「１０万円」に改める。

第３７条の１０第１項中「かかる」を「係る」に、「３万円」を「１０万円」

に改める。

第４５条第１項中「、正当な理由」を「正当な事由」に、「３万円」を「１０

万円」に改める。



第５２条の５の次に次の１条を加える。

（たばこ税に係る不申告に関する過料）

第５２条の６ たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて第５２条の３第１項

又は第２項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに

提出しなかつた場合においては、その者に対し、１０万円以下の過料を科する。

２ 前項の過料の額は、区長が定める。

３ 第１項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限

は、その発した日から１０日以内とする。

第５７条の次に次の１条を加える。

（鉱産税に係る不申告に関する過料）

第５７条の２ 鉱産税の納税者が正当な事由がなくて前条の規定による申告書を

同条に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その

者に対し、１０万円以下の過料を科する。

２ 前項の過料の額は、区長が定める。

３ 第１項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限

は、その発した日から１０日以内とする。

第５９条第１項中「理由がなくて申告」を「事由がなくて申告を」に、「３万

円」を「１０万円」に改める。

附則第３条の６を次のように改める。

（寄附金税額控除における特例控除額の特例）

第３条の６ 第２０条の２の規定の適用を受ける区民税の所得割の納税義務者が、

法第３１４条の７第２項第２号若しくは第３号に掲げる場合に該当する場合又

は第１９条第２項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林

所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者の前年中の所得について、

附則第７条第１項、附則第９条第１項、附則第１０条第１項、附則第１２条第

１項、附則第１３条第１項又は附則第１４条の２第１項の規定の適用を受ける

ときは、第２０条の２第２項に規定する特例控除額は、同項の規定にかかわら

ず、法附則第５条の５第２項に定めるところにより計算した金額とする。

附則第４条第１項中「平成２４年度」を「平成２７年度」に、「所得割の納税



義務者が前年中に租税特別措置法第２５条第１項各号に掲げる売却の方法により

当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛がすべて同項に規

定する免税対象飼育牛（次項において「免税対象飼育牛」という。）である場合

（その売却した肉用牛の頭数の合計が２，０００頭以内である場合に限る。）」

を「法附則第６条第４項に規定する場合」に、「その肉用牛」を「肉用牛」に、

「同法」を「租税特別措置法」に改め、「（第１６条第１項に規定する総所得金

額に係る区民税の所得割の額から、当該事業所得がないものとして計算した場合

における同項の総所得金額に係る区民税の所得割の額を控除した額とする。）」

を削り、同条第２項中「所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第２５条

第１項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、

その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育

牛に該当する肉用牛の頭数の合計が２，０００頭を超える場合の当該超える部分

の免税対象飼育牛が含まれている場合（その売却した肉用牛がすべて免税対象飼

育牛に該当しないものである場合を含む。）」を「法附則第６条第５項に規定す

る場合」に、「その肉用牛」を「肉用牛」に、「同法」を「租税特別措置法」に、

「次に」を「法附則第６条第５項各号に」に改め、同項各号を削る。

附則第７条第３項第２号中「第２０条から第２１条まで」を「第２０条、第２

０条の２第１項、第２１条」に、「、附則第３条の５の２第１項及び附則第３条

の６」を「及び附則第３条の５の２第１項」に改め、「、第２０条の２第１項前

段」を削り、「、第２０条の２第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得

金額並びに附則第７条第１項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と」

を「、第２０条の２第１項前段」に改め、「及び第２項」及び「、附則第３条の

６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第７条第１項の規定によ

る区民税の所得割の額の合計額」と」を削る。

附則第９条第３項第２号中「第２０条から第２１条まで」を「第２０条、第２

０条の２第１項、第２１条」に、「、附則第３条の５の２第１項及び附則第３条

の６」を「及び附則第３条の５の２第１項」に改め、「、第２０条の２第１項前

段」を削り、「、第２０条の２第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得

金額並びに附則第９条第１項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と」を



「、第２０条の２第１項前段」に改め、「及び第２項」及び「、附則第３条の６

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第９条第１項の規定による

区民税の所得割の額の合計額」と」を削る。

附則第１０条第３項第２号中「第２０条から第２１条まで」を「第２０条、第

２０条の２第１項、第２１条」に、「、附則第３条の５の２第１項及び附則第３

条の６」を「及び附則第３条の５の２第１項」に改め、「、第２０条の２第１項

前段」を削り、「、第２０条の２第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所

得金額並びに附則第１０条第１項に規定する長期譲渡所得の金額」と」を「、第

２０条の２第１項前段」に改め、「及び第２項」及び「、附則第３条の６中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第１０条第１項の規定による区民

税の所得割の額の合計額」と」を削る。

附則第１２条第５項第２号中「第２０条から第２１条まで」を「第２０条、第

２０条の２第１項、第２１条」に、「、附則第３条の５の２第１項及び附則第３

条の６」を「及び附則第３条の５の２第１項」に改め、「、第２０条の２第１項

前段」を削り、「、第２０条の２第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所

得金額並びに附則第１２条第１項に規定する短期譲渡所得の金額」と」を「、第

２０条の２第１項前段」に改め、「及び第２項」及び「、附則第３条の６中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第１２条第１項の規定による区民

税の所得割の額の合計額」と」を削る。

附則第１３条第２項第２号中「第２０条から第２１条まで」を「第２０条、第

２０条の２第１項、第２１条」に、「、附則第３条の５の２第１項及び附則第３

条の６」を「及び附則第３条の５の２第１項」に改め、「、第２０条の２第１項

前段」を削り、「、第２０条の２第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所

得金額並びに附則第１３条第１項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」

と」を「、第２０条の２第１項前段」に改め、「及び第２項」及び「、附則第３

条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第１３条第１項の規

定による区民税の所得割の額の合計額」と」を削る。

附則第１４条の２第２項第２号中「第２０条から第２１条まで」を「第２０条、

第２０条の２第１項、第２１条」に、「、附則第３条の５の２第１項及び附則第



３条の６」を「及び附則第３条の５の２第１項」に改め、「、第２０条の２第１

項前段」を削り、「、第２０条の２第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林

所得金額並びに附則第１４条の２第１項に規定する先物取引に係る雑所得等の金

額」と」を「、第２０条の２第１項前段」に改め、「及び第２項」及び「、附則

第３条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第１４条の２第

１項の規定による区民税の所得割の額の合計額」と」を削る。

附則第１４条の４第２項第２号中「第２０条から第２１条まで」を「第２０条、

第２０条の２第１項、第２１条」に、「、附則第３条の５の２第１項及び附則第

３条の６」を「及び附則第３条の５の２第１項」に改め、「、第２０条の２第１

項前段」を削り、「、第２０条の２第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林

所得金額並びに附則第１４条の４第１項に規定する条約適用利子等の額」と」を

「、第２０条の２第１項前段」に改め、「及び第２項」及び「、附則第３条の６

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第１４条の４第１項の規定

による区民税の所得割の額の合計額」と」を削り、附則第１４条の４第５項第２

号中「第２０条から第２１条まで」を「第２０条、第２０条の２第１項、第２１

条」に、「、附則第３条の５の２第１項及び附則第３条の６」を「及び附則第３

条の５の２第１項」に改め、「、第２０条の２第１項前段」を削り、「、第２０

条の２第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第１４条

の４第３項に規定する条約適用配当等の額」と」を「、第２０条の２第１項前

段」に改め、「及び第２項」及び「、附則第３条の６中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額並びに附則第１４条の４第３項の規定による区民税の所得割の額

の合計額」と」を削る。

第２条 杉並区特別区税条例の一部を改正する条例（平成２０年杉並区条例第３７

号）の一部を次のように改正する。

附則第２条第４項中「新条例第２０条の２」を「杉並区特別区税条例等の一部

を改正する条例（平成２３年杉並区条例第 号）による改正後の杉並区特別区

税条例第２０条の２」に、「同条第１項第１１号」を「同条第１項第９号」に、

「第４１条の１８の３に規定する認定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動

促進法（平成１０年法律第７号）第２条第１項に規定する特定非営利活動に係る



事業」を「特定非営利活動に関する寄附金」に改め、「規定する事業」の次に

「に関連する寄附金」を加え、附則第２条第８項、第１５項及び第２０項中「平

成２３年１２月３１日」を「平成２５年１２月３１日」に改める。

第３条 杉並区特別区税条例の一部を改正する条例（平成２２年杉並区条例第１７

号）の一部を次のように改正する。

附則第１条第３号中「平成２５年１月１日」を「平成２７年１月１日」に改め

る。

附則第２条第６項中「平成２５年度」を「平成２７年度」に改める。

附 則

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。

(１) 第１条中杉並区特別区税条例第１３条第１項の改正規定（「３万円」を

「１０万円」に改める部分に限る。）、同条例第２６条第１項の改正規定

（「３万円」を「１０万円」に改める部分に限る。）、同条例第３７条の１０

第１項の改正規定（「３万円」を「１０万円」に改める部分に限る。）、同条

例第４５条第１項の改正規定（「３万円」を「１０万円」に改める部分に限

る。）、同条例第５２条の５の次に１条を加える改正規定、同条例第５７条の

次に１条を加える改正規定、同条例第５９条第１項の改正規定（「３万円」を

「１０万円」に改める部分に限る。）及び附則第４条の規定 公布の日から起

算して２月を経過した日

(２) 第１条中杉並区特別区税条例附則第４条の改正規定及び次条の規定 平成

２５年１月１日

第２条 第１条の規定による改正後の杉並区特別区税条例（以下「新条例」とい

う。）第２０条の２及び附則第３条の６の規定は、特別区民税（以下「区民税」

という。）の所得割の納税義務者が平成２３年１月１日以後に支出する地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第３１４条の７第１項第１号及び第２号に掲げる

寄附金並びに新条例第２０条の２第１項各号に掲げる寄附金について適用する。

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から平成２３年１２月３１日

までの間における新条例第２０条の２の規定の適用については、同条第１項第９



号中「第４１条の１８の２第２項に規定する特定非営利活動に関する寄附金」と

あるのは、「第４１条の１８の３に規定する認定特定非営利活動法人が行う特定

非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条第１項に規定する特定非営利

活動に係る事業に関連する寄附金」とする。

３ 新条例附則第４条の規定は、平成２５年度以後の年度分の区民税について適用

し、第１条の規定による改正前の杉並区特別区税条例（以下「旧条例」とい

う。）附則第４条第１項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成２４年

度分までの区民税については、なお従前の例による。

第３条 施行日から平成２３年１２月３１日までの間は、第２条の規定による改正

後の杉並区特別区税条例の一部を改正する条例附則第２条第４項中「杉並区特別

区税条例等の一部を改正する条例（平成２３年杉並区条例第 号）による改正

後の杉並区特別区税条例」とあるのは「杉並区特別区税条例等の一部を改正する

条例（平成２３年杉並区条例第 号）附則第２条第２項により読み替えて適用

される杉並区特別区税条例」と、「特定非営利活動に関する寄附金」とあるのは

「第４１条の１８の３に規定する認定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動

促進法（平成１０年法律第７号）第２条第１項に規定する特定非営利活動に係る

事業」と、「に規定する事業に関連する寄附金」とあるのは「に規定する事業」

とする。

第４条 この条例（附則第１条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この

条において同じ。）の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の

例によることとされる杉並区特別区税（以下「区税」という。）及びこの附則の

規定によりなお効力を有することとされる旧条例の規定に係る区税に係るこの条

例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（提案理由）

寄附金税額控除の適用下限額を引き下げる等の必要がある。
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杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例新旧対照表

第１条による改正（杉並区特別区税条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（区民税の納税管理人に係る不申告に関 （区民税の納税管理人に係る不申告に関

する過料） する過料）

第１３条 前条第２項の認定を受けてい 第１３条 前条第２項の認定を受けてい

ない区民税の納税義務者で同条第１項 ない区民税の納税義務者で同条第１項

の承認を受けていないものが同項の規 の承認を受けていないものが同項の規

定によつて申告すべき納税管理人につ 定によつて申告すべき納税管理人につ

いて正当な事由がなくて申告をしなか いて、正当な理由がなくて申告しなか

つた場合においては、その者に対し、 つた場合においては、その者に対し、

１０万円以下の過料を科する。 ３万円 以下の過料を科する。

２及び３ 略 ２及び３ 略

（寄附金税額控除） （寄附金税額控除）

第２０条の２ 所得割の納税義務者が、 第２０条の２ 所得割の納税義務者が、

前年中に法第３１４条の７第１項第１ 前年中に次に掲げる寄附金（第３号か

号及び第２号に掲げる寄附金又は次に ら第１１号までに掲げるものに関して

掲げる寄附金のうち規則で定めるもの は、規則で定めるものに限る。）を支

を支出した場合においては、同項に規 出し、当該寄附金の額の合計額（当該

定するところにより控除すべき額（当 合計額が前年の総所得金額、退職所得

該納税義務者が前年中に同項第１号に 金額及び山林所得金額の合計額の１０

掲げる寄附金を支出した場合にあつて ０分の３０に相当する金額を超える場

は、当該控除すべき金額に特例控除額 合には、当該１００分の３０に相当す

を加算した金額。以下この項において る金額）が５，０００円を超える場合

「控除額」という。）をその者の第１ には、その超える金額の１００分の６

９条及び前条の規定を適用した場合の に相当する金額（当該納税義務者が前

所得割の額から控除するものとする。 年中に第１号に掲げる寄附金を支出

資 料 １
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この場合において、当該控除額が当該 し、当該寄附金の額の合計額が５，０

所得割の額を超えるときは、当該控除 ００円を超える場合にあつては、当該

額は、当該所得割の額に相当する金額 １００分の６に相当する金額に特例控

とする。 除額を加算した金額。以下この項にお

(１) 所得税法第７８条第２項第２号 いて「控除額」という。）をその者の

の規定に基づき財務大臣が指定した 前２条の規定を適用した場合の所得割

寄附金 の額から控除するものとする。この場

(２) 所得税法施行令（昭和４０年政 合において、当該控除額が当該所得割

令第９６号）第２１７条第１号に規 の額を超えるときは、当該控除額は、

定する独立行政法人に対する寄附金 当該所得割の額に相当する金額とす

（当該法人の主たる目的である業務 る。

に関連するものに限る。） (１) 都道府県、市町村又は特別区に

(３) 所得税法施行令第２１７条第１ 対する寄附金（当該納税義務者がそ

号の２に規定する地方独立行政法人 の寄附によつて設けられた設備を専

に対する寄附金（当該法人の主たる 属的に利用することその他特別の利

目的である業務に関連するものに限 益が当該納税義務者に及ぶと認めら

る。） れるものを除く。）

(４) 所得税法施行令第２１７条第２ (２) 社会福祉法（昭和２６年法律第

号に規定する法人に対する寄附金 ４５号）第１１３条第２項に規定す

（法第３１４条の７第１項第２号に る共同募金会（その主たる事務所を

掲げるものを除き、当該法人の主た 都内に有するものに限る。）に対す

る目的である業務に関連するものに る寄附金又は日本赤十字社に対する

限る。） 寄附金（都内に事務所を有する日本

(５) 所得税法施行令第２１７条第３ 赤十字社の支部において収納された

号に規定する公益社団法人及び公益 ものに限る。）で、地方税法施行令

財団法人（所得税法施行令の一部を （昭和２５年政令第２４５号。以下

改正する政令（平成２０年政令第１ 「令」という。）第７条の１７各号

５５号）附則第１３条第２項の規定 の規定により定めるもの

によりなおその効力を有するものと (３) 所得税法第７８条第２項第２号
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資 料 １

される改正前の所得税法施行令第２ の規定に基づき財務大臣が指定した

１７条第１項第２号及び第３号に規 寄附金

定する民法法人を含む。）に対する (４) 所得税法施行令（昭和４０年政

寄附金（当該法人の主たる目的であ 令第９６号）第２１７条第１号に規

る業務に関連するものに限る。） 定する独立行政法人に対する寄附金

(６) 所得税法施行令第２１７条第４ （当該法人の主たる目的である業務

号に規定する学校法人に対する寄附 に関連するものに限る。）

金（当該法人の主たる目的である業 (５) 所得税法施行令第２１７条第１

務に関連するものに限る。） 号の２に規定する地方独立行政法人

(７) 所得税法施行令第２１７条第５ に対する寄附金（当該法人の主たる

号に規定する社会福祉法人に対する 目的である業務に関連するものに限

寄附金（法第３１４条の７第１項第 る。）

２号に掲げるものを除き、当該法人 (６) 所得税法施行令第２１７条第２

の主たる目的である業務に関連する 号に規定する法人（第２号に掲げる

ものに限る。） ものを除く。）に対する寄附金（当

(８) 所得税法施行令第２１７条第６ 該法人の主たる目的である業務に関

号に規定する更生保護法人に対する 連するものに限る。）

寄附金（当該法人の主たる目的であ (７) 所得税法施行令第２１７条第３

る業務に関連するものに限る。） 号に規定する公益社団法人及び公益

(９) 租税特別措置法（昭和３２年法 財団法人（所得税法施行令の一部を

律第２６号）第４１条の１８の２第 改正する政令（平成２０年政令第１

２項に規定する特定非営利活動に関 ５５号）附則第１３条第２項の規定

する寄附金（その寄附をした者に特 によりなおその効力を有するものと

別の利益が及ぶと認められるものを される改正前の所得税法施行令第２

除く。） １７条第１項第２号及び第３号に規

２ 前項の特例控除額は、法第３１４条 定する民法法人を含む。）に対する

の７第２項に定めるところにより計算 寄附金（当該法人の主たる目的であ

した金額とする。 る業務に関連するものに限る。）

(８) 所得税法施行令第２１７条第４
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号に規定する学校法人に対する寄附

金（当該法人の主たる目的である業

務に関連するものに限る。）

(９) 所得税法施行令第２１７条第５

号に規定する社会福祉法人に対する

寄附金（当該法人の主たる目的であ

る業務に関連するものに限る。）

(１０) 所得税法施行令第２１７条第

６号に規定する更生保護法人に対す

る寄附金（当該法人の主たる目的で

ある業務に関連するものに限る。）

(１１) 租税特別措置法（昭和３２年

法律第２６号）第４１条の１８の３

に規定する認定特定非営利活動法人

が行う特定非営利活動促進法（平成

１０年法律第７号）第２条第１項に

規定する特定非営利活動に係る事業

に関連する寄附金（その寄附をした

者に特別の利益が及ぶと認められる

ものを除く。）

２ 前項の特例控除額は、同項の所得割

の納税義務者が前年中に支出した同項

第１号に掲げる寄附金の額の合計額の

うち５，０００円を超える金額に、次

の各号に掲げる場合の区分に応じ、当

該各号に定める割合を乗じて得た金額

の５分の３に相当する金額（当該金額

が当該納税義務者の前２条の規定を適

用した場合の所得割の額の１００分の
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資 料 １

１０に相当する金額を超えるときは、

当該１００分の１０に相当する金額）

とする。

(１) 当該納税義務者が第１９条第２

項に規定する課税総所得金額（以下

この項において「課税総所得金額」

という。）を有する場合において、

当該課税総所得金額から当該納税義

務者に係る前条第１号アに掲げる金

額（以下この項において「人的控除

差調整額」という。）を控除した金

額が０以上であるとき 当該控除後

の金額について、次の表の左欄に掲

げる金額の区分に応じ、それぞれ同

表の右欄に掲げる割合

１９５万円以下の金額 １００分の

８５

１９５万円を超え３３０ １００分の

万円以下の金額 ８０

３３０万円を超え６９５ １００分の

万円以下の金額 ７０

６９５万円を超え９００ １００分の

万円以下の金額 ６７

９００万円を超え１，８ １００分の
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００万円以下の金額 ５７

１，８００万円を超える １００分の

金額 ５０

(２) 当該納税義務者が課税総所得金

額を有する場合において、当該課税

総所得金額から当該納税義務者に係

る人的控除差調整額を控除した金額

が０を下回るときであつて、当該納

税義務者が第１９条第２項に規定す

る課税山林所得金額（以下この項に

おいて「課税山林所得金額」とい

う。）及び同条第２項に規定する課

税退職所得金額（以下この項におい

て「課税退職所得金額」という。）

を有しないとき １００分の９０

(３) 当該納税義務者が課税総所得金

額を有する場合において当該課税総

所得金額から当該納税義務者に係る

人的控除差調整額を控除した金額が

０を下回るとき又は当該納税義務者

が課税総所得金額を有しない場合で

あつて、当該納税義務者が課税山林

所得金額又は課税退職所得金額を有

するとき 次のア又はイに掲げる場

合の区分に応じ、それぞれア又はイ

に定める割合（ア及びイに掲げる場

合のいずれにも該当するときは、当
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資 料 １

該ア又はイに定める割合のうちいず

れか低い割合）

ア 課税山林所得金額を有する場合

当該課税山林所得金額の５分の

１に相当する金額について、第１

号の表の左欄に掲げる金額の区分

に応じ、それぞれ同表の右欄に掲

げる割合

イ 課税退職所得金額を有する場合

当該課税退職所得金額につい

て、第１号の表の左欄に掲げる金

額の区分に応じ、それぞれ同表の

右欄に掲げる割合

第２５条 略 第２５条 略

２ 前項本文の場合には、当該確定申告 ２ 前項本文の場合には、当該確定申告

書に記載された事項（施行規則第２条 書に記載された事項

の３第１項に規定する事項を除く。）

のうち法第３１７条の２第１項各号又 のうち法第３１７条の２第１項各号又

は第３項に規定する事項に相当するも は第３項に規定する事項に相当するも

の及び次項の規定により付記された事 の及び次項の規定により付記された事

項は、前条第１項又は第３項から第５ 項は、前条第１項又は第３項から第５

項までの規定による申告書に記載され 項までの規定による申告書に記載され

たものとみなす。 たものとみなす。

３ 略 ３ 略

（区民税に係る 不申告に関する過料） （区民税にかかる不申告に関する過料）

第２６条 区民税の納税義務者が 第 第２６条 区民税の納税義務者のうち第

２４条第１項、第２項若しくは第３項 ２４条第１項、第２項若しくは第３項

の規定によつて提出すべき申告書を正 の規定によつて提出すべき申告書を正

当な理由がなくて提出しなかつた場合 当な理由がなくて提出しなかつた場合



- 8 -

又は同条第７項 の規定によつて申 又は第２４条第７項の規定によつて申

告すべき事項について正当な理由がな 告すべき事項について正当な理由がな

くて申告をしなかつた場合において くて申告しなかつた 場合において

は、その者に対し、１０万円以下の過 は、その者に対し、３万円 以下の過

料を科する。 料を科する。

２及び３ 略 ２及び３ 略

（退職所得申告書の不提出に関する過 （退職所得申告書の不提出に関する過

料） 料）

第３７条の１０ 分離課税に係る 所得 第３７条の１０ 分離課税にかかる所得

割の納税義務者が退職所得申告書を正 割の納税義務者が退職所得申告書を正

当な理由がなくて提出しなかつた場合 当な理由がなくて提出しなかつた場合

においては、その者に対し、１０万円 においては、その者に対し、３万円

以下の過料を科する。 以下の過料を科する。

２及び３ 略 ２及び３ 略

（軽自動車税に係る不申告等に関する過 （軽自動車税に係る不申告等に関する過

料） 料）

第４５条 軽自動車等の所有者等又は第 第４５条 軽自動車等の所有者等又は第

３８条第２項に規定する軽自動車等の ３８条第２項に規定する軽自動車等の

売主が前条の規定によつて申告し、又 売主が前条の規定によつて申告し、又

は報告すべき事項について正当な事由 は報告すべき事項について、正当な理

がなくて申告又は報告をしなかつた 由がなくて申告又は報告をしなかつた

場合においては、その者に対し、１０ 場合においては、その者に対し、３万

万円以下の過料を科する。 円 以下の過料を科する。

２及び３ 略 ２及び３ 略

（たばこ税に係る不申告に関する過料）

第５２条の６ たばこ税の申告納税者が

正当な事由がなくて第５２条の３第１

項又は第２項の規定による申告書を当

該各項に規定する申告書の提出期限ま
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資 料 １

でに提出しなかつた場合においては、

その者に対し、１０万円以下の過料を

科する。

２ 前項の過料の額は、区長が定める。

３ 第１項の過料を徴収する場合におい

て発する納入通知書に指定すべき納期

限は、その発した日から１０日以内と

する。

（鉱産税に係る不申告に関する過料）

第５７条の２ 鉱産税の納税者が正当な

事由がなくて前条の規定による申告書

を同条に規定する申告書の提出期限ま

でに提出しなかつた場合においては、

その者に対し、１０万円以下の過料を

科する。

２ 前項の過料の額は、区長が定める。

３ 第１項の過料を徴収する場合におい

て発する納入通知書に指定すべき納期

限は、その発した日から１０日以内と

する。

（鉱産税の納税管理人に係る不申告に関 （鉱産税の納税管理人に係る不申告に関

する過料） する過料）

第５９条 前条第２項の認定を受けてい 第５９条 前条第２項の認定を受けてい

ない鉱産税の納税義務者で同条第１項 ない鉱産税の納税義務者で同条第１項

の承認を受けていないものが同項の規 の承認を受けていないものが同項の規

定によつて申告すべき納税管理人につ 定によつて申告すべき納税管理人につ

いて正当な事由がなくて申告をしなか いて正当な理由がなくて申告 しなか

つた場合においては、その者に対し、 つた場合においては、その者に対し、

１０万円以下の過料を科する。 ３万円 以下の過料を科する。
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２及び３ 略 ２及び３ 略

附 則 附 則

（寄附金税額控除における特例控除額の （寄附金税額控除における特例控除額の

特例） 特例）

第３条の６ 第２０条の２の規定の適用 第３条の６ 第２０条の２の規定の適用

を受ける区民税の所得割の納税義務者 を受ける区民税の所得割の納税義務者

が、法第３１４条の７第２項第２号若 が、同条第２項第２号若しくは第３号

しくは第３号に掲げる場合に該当する に掲げる場合に該当する場合又は第１

場合又は第１９条第２項に規定する課 ９条第２項に規定する課税総所得金

税総所得金額、課税退職所得金額及び 額、課税退職所得金額及び課税山林所

課税山林所得金額を有しない場合であ 得金額を有しない場合であつて、当該

つて、当該納税義務者の前年中の所得 納税義務者の前年中の所得について、

について、附則第７条第１項、附則第 附則第７条第１項、附則第９条第１

９条第１項、附則第１０条第１項、附 項、附則第１０条第１項、附則第１２

則第１２条第１項、附則第１３条第１ 条第１項、附則第１３条第１項又は附

項又は附則第１４条の２第１項の規定 則第１４条の２第１項の規定の適用を

の適用を受けるときは、第２０条の２ 受けるときは、第２０条の２第２項に

第２項に規定する特例控除額は、同項 規定する特例控除額は、同項第２号及

の規定にかかわらず、法附則第５条の び第３号の規定にかかわらず、当該納

５第２項に定めるところにより計算し 税義務者が前年中に支出した同条第１

た金額とする。 項第１号に掲げる寄附金の額の合計額

のうち５，０００円を超える金額に、

次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定める割合（当該各号に掲

げる場合の２以上に該当するときは、

当該各号に定める割合のうち最も低い

割合）を乗じて得た金額の５分の３に

相当する金額（当該金額が当該納税義

務者の第１９条及び第２０条の規定を
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資 料 １

適用した場合の所得割の額の１００分

の１０に相当する金額を超えるとき

は、当該１００分の１０に相当する金

額）とする。

(１) 第１９条第２項に規定する課税

山林所得金額を有する場合 当該課

税山林所得金額の５分の１に相当す

る金額について、第２０条の２第２

項第１号の表の左欄に掲げる金額の

区分に応じ、それぞれ同表の右欄に

掲げる割合

(２) 第１９条第２項に規定する課税

退職所得金額を有する場合 当該課

税退職所得金額について、第２０条

の２第２項第１号の表の左欄に掲げ

る金額の区分に応じ、それぞれ同表

の右欄に掲げる割合

(３) 前年中の所得について附則第９

条第１項の規定の適用を受ける場合

１００分の５０

(４) 前年中の所得について附則第１

２条第１項の規定の適用を受ける場

合 １００分の６０

(５) 前年中の所得について附則第７

条第１項、附則第１０条第１項、附

則第１３条第１項又は附則第１４条

の２第１項の規定の適用を受ける場

合 １００分の７５

（肉用牛の売却による事業所得に係る区 （肉用牛の売却による事業所得に係る区
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民税の課税の特例） 民税の課税の特例）

第４条 昭和５７年度から平成２７年度 第４条 昭和５７年度から平成２４年度

までの各年度分の区民税に限り、法附 までの各年度分の区民税に限り、所得

則第６条第４項に規定する場合 割の納税義務者が前年中に租税特別措

置法第２５条第１項各号に掲げる売却

の方法により当該各号に定める肉用牛

を売却し、かつ、その売却した肉用牛

がすべて同項に規定する免税対象飼育

牛（次項において「免税対象飼育牛」

という。）である場合（その売却した

肉用牛の頭数の合計が２，０００頭以

において、第 内である場合に限る。）において、第

２４条第１項の規定による申告書（そ ２４条第１項の規定による申告書（そ

の提出期限後において区民税の納税通 の提出期限後において区民税の納税通

知書が送達される時までに提出された 知書が送達される時までに提出された

もの及びその時までに提出された第２ もの及びその時までに提出された第２

５条第１項の確定申告書を含む。次項 ５条第１項の確定申告書を含む。次項

において同じ。）に肉用牛 の売却 において同じ。）にその肉用牛の売却

に係る租税特別措置法第２５条第１項 に係る同法 第２５条第１項

に規定する事業所得の明細に関する事 に規定する事業所得の明細に関する事

項の記載があるとき（これらの申告書 項の記載があるとき（これらの申告書

にその記載がないことについてやむを にその記載がないことについてやむを

得ない理由があると区長が認めるとき 得ない理由があると区長が認めるとき

を含む。次項において同じ。）は、当 を含む。次項において同じ。）は、当

該事業所得に係る区民税の所得割の額 該事業所得に係る区民税の所得割の額

（第１６条第１項に規定する総所得金

額に係る区民税の所得割の額から、当

該事業所得がないものとして計算した

場合における同項の総所得金額に係る
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資 料 １

区民税の所得割の額を控除した額とす

を免除する。 る。）を免除する。

２ 前項に規定する各年度分の区民税に ２ 前項に規定する各年度分の区民税に

限り、法附則第６条第５項に規定する 限り、所得割の納税義務者が前年中に

場合 租税特別措置法第２５条第１項各号に

掲げる売却の方法により当該各号に定

める肉用牛を売却し、かつ、その売却

した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に

該当しないもの又は免税対象飼育牛に

該当する肉用牛の頭数の合計が２，０

００頭を超える場合の当該超える部分

の免税対象飼育牛が含まれている場合

（その売却した肉用牛がすべて免税対

象飼育牛に該当しないものである場合

において、第２４条第１項 を含む。）において、第２４条第１項

の規定による申告書に肉用牛 の売 の規定による申告書にその肉用牛の売

却に係る租税特別措置法第２５条第２ 却に係る同法 第２５条第２

項第２号に規定する事業所得の明細に 項第２号に規定する事業所得の明細に

関する事項の記載があるときは、その 関する事項の記載があるときは、その

者の前年の総所得金額に係る区民税の 者の前年の総所得金額に係る区民税の

所得割の額は、第１６条から第２１条 所得割の額は、第１６条から第２１条

まで、附則第３条の３第１項、附則第 まで、附則第３条の３第１項、附則第

３条の５第１項、附則第３条の５の２ ３条の５第１項、附則第３条の５の２

第１項及び前条の規定にかかわらず、 第１項及び前条の規定にかかわらず、

法附則第６条第５項各号に掲げる金額 次に 掲げる金額

の合計額とすることができる。 の合計額とすることができる。

(１) 租税特別措置法第２５条第２項

第１号に規定する売却価額の合計額

に１００分の０．９を乗じて計算し
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た金額

(２) 租税特別措置法第２５条第２項

第２号に規定する事業所得の金額が

ないものとみなして計算した場合に

おける前年の総所得金額につき、第

１６条から第２１条まで、附則第３

条の３第１項、附則第３条の５第１

項、附則第３条の５の２第１項及び

前条の規定により計算した所得割の

額に相当する金額

３ 略 ３ 略

（上場株式等に係る配当所得に係る区民 （上場株式等に係る配当所得に係る区民

税の課税の特例） 税の課税の特例）

第７条 略 第７条 略

２ 略 ２ 略

３ 第１項の規定の適用がある場合に ３ 第１項の規定の適用がある場合に

は、次に定めるところによる。 は、次に定めるところによる。

(１) 略 (１) 略

(２) 第２０条、第２０条の２第１ (２) 第２０条から第２１条まで

項、第２１条、第２１条の２第１ 、第２１条の２第１

項、附則第３条の３第１項、附則第 項、附則第３条の３第１項、附則第

３条の５第１項及び附則第３条の５ ３条の５第１項、附則第３条の５の

の２第１項 の規定 ２第１項及び附則第３条の６の規定

の適用については、第２０条 の適用については、第２０条、第２

、第２１条及び ０条の２第１項前段、第２１条及び

第２１条の２第１項中「所得割の 第２１条の２第１項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び附 額」とあるのは「所得割の額及び附

則第７条第１項の規定による区民税 則第７条第１項の規定による区民税

の所得割の額」と、第２０条の２第 の所得割の額」と、第２０条の２第
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資 料 １

１項前段 １項中「山林所得金額」とあるのは

「山林所得金額並びに附則第７条第

１項に規定する上場株式等に係る配

、附則第３条の３ 当所得の金額」と、附則第３条の３

第１項、附則第３条の５第１項及び 第１項、附則第３条の５第１項及び

附則第３条の５の２第１項中「所得 附則第３条の５の２第１項中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額並 割の額」とあるのは「所得割の額並

びに附則第７条第１項の規定による びに附則第７条第１項の規定による

区民税の所得割の額」と、第２０条 区民税の所得割の額」と、第２０条

の２第１項後段 中「所得 の２第１項後段及び第２項中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及 割の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第７条第１項の規定による区 び附則第７条第１項の規定による区

民税の所得割の額の合計額」と 民税の所得割の額の合計額」と、附

則第３条の６中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額並びに附則第７

条第１項の規定による区民税の所得

する。 割の額の合計額」とする。

(３)及び(４) 略 (３)及び(４) 略

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る （土地の譲渡等に係る事業所得等に係る

区民税の課税の特例） 区民税の課税の特例）

第９条 略 第９条 略

２ 略 ２ 略

３ 第１項の規定の適用がある場合に ３ 第１項の規定の適用がある場合に

は、次に定めるところによる。 は、次に定めるところによる。

(１) 略 (１) 略

(２) 第２０条、第２０条の２第１ (２) 第２０条から第２１条まで

項、第２１条、第２１条の２第１ 、第２１条の２第１

項、附則第３条の３第１項、附則第 項、附則第３条の３第１項、附則第

３条の５第１項及び附則第３条の５ ３条の５第１項、附則第３条の５の
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の２第１項 の規定 ２第１項及び附則第３条の６の規定

の適用については、第２０条 の適用については、第２０条、第２

、第２１条及び ０条の２第１項前段、第２１条及び

第２１条の２第１項中「所得割の 第２１条の２第１項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び附 額」とあるのは「所得割の額及び附

則第９条第１項の規定による区民税 則第９条第１項の規定による区民税

の所得割の額」と、第２０条の２第 の所得割の額」と、第２０条の２第

１項前段 １項中「山林所得金額」とあるのは

「山林所得金額並びに附則第９条第

１項に規定する土地等に係る事業所

、附則第３条の３第 得等の金額」と、附則第３条の３第

１項、附則第３条の５第１項及び附 １項、附則第３条の５第１項及び附

則第３条の５の２第１項中「所得割 則第３条の５の２第１項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並び の額」とあるのは「所得割の額並び

に附則第９条第１項の規定による区 に附則第９条第１項の規定による区

民税の所得割の額」と、第２０条の 民税の所得割の額」と、第２０条の

２第１項後段 中「所得割 ２第１項後段及び第２項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び の額」とあるのは「所得割の額及び

附則第９条第１項の規定による区民 附則第９条第１項の規定による区民

税の所得割の額の合計額」と 税の所得割の額の合計額」と、附則

第３条の６中「所得割の額」とある

のは「所得割の額並びに附則第９条

第１項の規定による区民税の所得割

する。 の額の合計額」とする。

(３)及び(４) 略 (３)及び(４) 略

４ 略 ４ 略

（長期譲渡所得に係る区民税の課税の特 （長期譲渡所得に係る区民税の課税の特

例） 例）

第１０条 略 第１０条 略
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資 料 １

２ 略 ２ 略

３ 第１項の規定の適用がある場合に ３ 第１項の規定の適用がある場合に

は、次に定めるところによる。 は、次に定めるところによる。

(１) 略 (１) 略

(２) 第２０条、第２０条の２第１ (２) 第２０条から第２１条まで

項、第２１条、第２１条の２第１ 、第２１条の２第１

項、附則第３条の３第１項、附則第 項、附則第３条の３第１項、附則第

３条の５第１項及び附則第３条の５ ３条の５第１項、附則第３条の５の

の２第１項 の規定 ２第１項及び附則第３条の６の規定

の適用については、第２０条 の適用については、第２０条、第２

、第２１条及び ０条の２第１項前段、第２１条及び

第２１条の２第１項中「所得割の 第２１条の２第１項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び附 額」とあるのは「所得割の額及び附

則第１０条第１項の規定による区民 則第１０条第１項の規定による区民

税の所得割の額」と、第２０条の２ 税の所得割の額」と、第２０条の２

第１項前段 第１項中「山林所得金額」とあるの

は「山林所得金額並びに附則第１０

条第１項に規定する長期譲渡所得の

、附則第３条の３第１項、 金額」と、附則第３条の３第１項、

附則第３条の５第１項及び附則第３ 附則第３条の５第１項及び附則第３

条の５の２第１項中「所得割の額」 条の５の２第１項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則 とあるのは「所得割の額並びに附則

第１０条第１項の規定による区民税 第１０条第１項の規定による区民税

の所得割の額」と、第２０条の２第 の所得割の額」と、第２０条の２第

１項後段 中「所得割の １項後段及び第２項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び附 額」とあるのは「所得割の額及び附

則第１０条第１項の規定による区民 則第１０条第１項の規定による区民

税の所得割の額の合計額」と 税の所得割の額の合計額」と、附則

第３条の６中「所得割の額」とある
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のは「所得割の額並びに附則第１０

条第１項の規定による区民税の所得

する。 割の額の合計額」とする。

(３)及び(４) 略 (３)及び(４) 略

（短期譲渡所得に係る区民税の課税の特 （短期譲渡所得に係る区民税の課税の特

例） 例）

第１２条 略 第１２条 略

２～４ 略 ２～４ 略

５ 第１項の規定の適用がある場合に ５ 第１項の規定の適用がある場合に

は、次に定めるところによる。 は、次に定めるところによる。

(１) 略 (１) 略

(２) 第２０条、第２０条の２第１ (２) 第２０条から第２１条まで

項、第２１条、第２１条の２第１ 、第２１条の２第１

項、附則第３条の３第１項、附則第 項、附則第３条の３第１項、附則第

３条の５第１項及び附則第３条の５ ３条の５第１項、附則第３条の５の

の２第１項 の規定 ２第１項及び附則第３条の６の規定

の適用については、第２０条 の適用については、第２０条、第２

、第２１条及び ０条の２第１項前段、第２１条及び

第２１条の２第１項中「所得割の 第２１条の２第１項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び附 額」とあるのは「所得割の額及び附

則第１２条第１項の規定による区民 則第１２条第１項の規定による区民

税の所得割の額」と、第２０条の２ 税の所得割の額」と、第２０条の２

第１項前段 第１項中「山林所得金額」とあるの

は「山林所得金額並びに附則第１２

条第１項に規定する短期譲渡所得の

、附則第３条の３第１項、 金額」と、附則第３条の３第１項、

附則第３条の５第１項及び附則第３ 附則第３条の５第１項及び附則第３

条の５の２第１項中「所得割の額」 条の５の２第１項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則 とあるのは「所得割の額並びに附則
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資 料 １

第１２条第１項の規定による区民税 第１２条第１項の規定による区民税

の所得割の額」と、第２０条の２第 の所得割の額」と、第２０条の２第

１項後段 中「所得割の １項後段及び第２項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び附 額」とあるのは「所得割の額及び附

則第１２条第１項の規定による区民 則第１２条第１項の規定による区民

税の所得割の額の合計額」と 税の所得割の額の合計額」と、附則

第３条の６中「所得割の額」とある

のは「所得割の額並びに附則第１２

条第１項の規定による区民税の所得

する。 割の額の合計額」とする。

(３)及び(４) 略 (３)及び(４) 略

（株式等に係る譲渡所得等に係る区民税 （株式等に係る譲渡所得等に係る区民税

の課税の特例） の課税の特例）

第１３条 略 第１３条 略

２ 前項の規定の適用がある場合には、 ２ 前項の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。 次に定めるところによる。

(１) 略 (１) 略

(２) 第２０条、第２０条の２第１ (２) 第２０条から第２１条まで

項、第２１条、第２１条の２第１ 、第２１条の２第１

項、附則第３条の３第１項、附則第 項、附則第３条の３第１項、附則第

３条の５第１項及び附則第３条の５ ３条の５第１項、附則第３条の５の

の２第１項 の規定 ２第１項及び附則第３条の６の規定

の適用については、第２０条 の適用については、第２０条、第２

、第２１条及び ０条の２第１項前段、第２１条及び

第２１条の２第１項中「所得割の 第２１条の２第１項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び附 額」とあるのは「所得割の額及び附

則第１３条第１項の規定による区民 則第１３条第１項の規定による区民

税の所得割の額」と、第２０条の２ 税の所得割の額」と、第２０条の２

第１項前段 第１項中「山林所得金額」とあるの
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は「山林所得金額並びに附則第１３

条第１項に規定する株式等に係る譲

、附則第３条の 渡所得等の金額」と、附則第３条の

３第１項、附則第３条の５第１項及 ３第１項、附則第３条の５第１項及

び附則第３条の５の２第１項中「所 び附則第３条の５の２第１項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額 得割の額」とあるのは「所得割の額

並びに附則第１３条第１項の規定に 並びに附則第１３条第１項の規定に

よる区民税の所得割の額」と、第２ よる区民税の所得割の額」と、第２

０条の２第１項後段 中 ０条の２第１項後段及び第２項中

「所得割の額」とあるのは「所得割 「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第１３条第１項の規定 の額及び附則第１３条第１項の規定

による区民税の所得割の額の合計 による区民税の所得割の額の合計

額」と 額」と、附則第３条の６中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並び

に附則第１３条第１項の規定による

す 区民税の所得割の額の合計額」とす

る。 る。

(３)及び(４) 略 (３)及び(４) 略

（先物取引に係る雑所得等に係る区民税 （先物取引に係る雑所得等に係る区民税

の課税の特例） の課税の特例）

第１４条の２ 略 第１４条の２ 略

２ 前項の規定の適用がある場合には、 ２ 前項の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。 次に定めるところによる。

(１) 略 (１) 略

(２) 第２０条、第２０条の２第１ (２) 第２０条から第２１条まで

項、第２１条、第２１条の２第１ 、第２１条の２第１

項、附則第３条の３第１項、附則第 項、附則第３条の３第１項、附則第

３条の５第１項及び附則第３条の５ ３条の５第１項、附則第３条の５の

の２第１項 の規定 ２第１項及び附則第３条の６の規定
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資 料 １

の適用については、第２０条 の適用については、第２０条、第２

、第２１条及び ０条の２第１項前段、第２１条及び

第２１条の２第１項中「所得割の 第２１条の２第１項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び附 額」とあるのは「所得割の額及び附

則第１４条の２第１項の規定による 則第１４条の２第１項の規定による

区民税の所得割の額」と、第２０条 区民税の所得割の額」と、第２０条

の２第１項前段 の２第１項中「山林所得金額」とあ

るのは「山林所得金額並びに附則第

１４条の２第１項に規定する先物取

、附則 引に係る雑所得等の金額」と、附則

第３条の３第１項、附則第３条の５ 第３条の３第１項、附則第３条の５

第１項及び附則第３条の５の２第１ 第１項及び附則第３条の５の２第１

項中「所得割の額」とあるのは「所 項中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第１４条の２第 得割の額並びに附則第１４条の２第

１項の規定による区民税の所得割の １項の規定による区民税の所得割の

額」と、第２０条の２第１項後段 額」と、第２０条の２第１項後段及

中「所得割の額」とあるの び第２項中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額及び附則第１４条の は「所得割の額及び附則第１４条の

２第１項の規定による区民税の所得 ２第１項の規定による区民税の所得

割の額の合計額」と 割の額の合計額」と、附則第３条の

６中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第１４条の２第

１項の規定による区民税の所得割の

する。 額の合計額」とする。

(３)及び(４) 略 (３)及び(４) 略

（条約適用利子等及び条約適用配当等に （条約適用利子等及び条約適用配当等に

係る区民税の課税の特例） 係る区民税の課税の特例）

第１４条の４ 略 第１４条の４ 略

２ 前項の規定の適用がある場合には、 ２ 前項の規定の適用がある場合には、
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次に定めるところによる。 次に定めるところによる。

(１) 略 (１) 略

(２) 第２０条、第２０条の２第１ (２) 第２０条から第２１条まで

項、第２１条、第２１条の２第１ 、第２１条の２第１

項、附則第３条の３第１項、附則第 項、附則第３条の３第１項、附則第

３条の５第１項及び附則第３条の５ ３条の５第１項、附則第３条の５の

の２第１項 の規定 ２第１項及び附則第３条の６の規定

の適用については、第２０条 の適用については、第２０条、第２

、第２１条及び ０条の２第１項前段、第２１条及び

第２１条の２第１項中「所得割の 第２１条の２第１項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び附 額」とあるのは「所得割の額及び附

則第１４条の４第１項の規定による 則第１４条の４第１項の規定による

区民税の所得割の額」と、第２０条 区民税の所得割の額」と、第２０条

の２第１項前段 の２第１項中「山林所得金額」とあ

るのは「山林所得金額並びに附則第

１４条の４第１項に規定する条約適

、附則第３条の３ 用利子等の額」と、附則第３条の３

第１項、附則第３条の５第１項及び 第１項、附則第３条の５第１項及び

附則第３条の５の２第１項中「所得 附則第３条の５の２第１項中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額並 割の額」とあるのは「所得割の額並

びに附則第１４条の４第１項の規定 びに附則第１４条の４第１項の規定

による区民税の所得割の額」と、第 による区民税の所得割の額」と、第

２０条の２第１項後段 中 ２０条の２第１項後段及び第２項中

「所得割の額」とあるのは「所得割 「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第１４条の４第１項の の額及び附則第１４条の４第１項の

規定による区民税の所得割の額の合 規定による区民税の所得割の額の合

計額」と 計額」と、附則第３条の６中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額並

びに附則第１４条の４第１項の規定
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資 料 １

による区民税の所得割の額の合計

する。 額」とする。

(３)及び(４) 略 (３)及び(４) 略

３及び４ 略 ３及び４ 略

５ 第３項後段の規定の適用がある場合 ５ 第３項後段の規定の適用がある場合

には、次に定めるところによる。 には、次に定めるところによる。

(１) 略 (１) 略

(２) 第２０条、第２０条の２第１ (２) 第２０条から第２１条まで

項、第２１条、第２１条の２第１ 、第２１条の２第１

項、附則第３条の３第１項、附則第 項、附則第３条の３第１項、附則第

３条の５第１項及び附則第３条の５ ３条の５第１項、附則第３条の５の

の２第１項 の規定 ２第１項及び附則第３条の６の規定

の適用については、第２０条 の適用については、第２０条、第２

、第２１条及び ０条の２第１項前段、第２１条及び

第２１条の２第１項中「所得割の 第２１条の２第１項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び附 額」とあるのは「所得割の額及び附

則第１４条の４第３項の規定による 則第１４条の４第３項の規定による

区民税の所得割の額」と、第２０条 区民税の所得割の額」と、第２０条

の２第１項前段 の２第１項中「山林所得金額」とあ

るのは「山林所得金額並びに附則第

１４条の４第３項に規定する条約適

、附則第３条の３ 用配当等の額」と、附則第３条の３

第１項、附則第３条の５第１項及び 第１項、附則第３条の５第１項及び

附則第３条の５の２第１項中「所得 附則第３条の５の２第１項中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額並 割の額」とあるのは「所得割の額並

びに附則第１４条の４第３項の規定 びに附則第１４条の４第３項の規定

による区民税の所得割の額」と、第 による区民税の所得割の額」と、第

２０条の２第１項後段 中 ２０条の２第１項後段及び第２項中

「所得割の額」とあるのは「所得割 「所得割の額」とあるのは「所得割
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の額及び附則第１４条の４第３項の の額及び附則第１４条の４第３項の

規定による区民税の所得割の額の合 規定による区民税の所得割の額の合

計額」と 計額」と、附則第３条の６中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額並

びに附則第１４条の４第３項の規定

による区民税の所得割の額の合計

、第２１条の２第１項中「第 額」と、第２１条の２第１項中「第

１６条第４項」とあるのは「附則第 １６条第４項」とあるのは「附則第

１４条の４第４項」とする。 １４条の４第４項」とする。

(３)及び(４) 略 (３)及び(４) 略

６ 略 ６ 略

第２条による改正（杉並区特別区税条例の一部を改正する条例（平成２０年杉並区

条例第３７号）の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

附 則 附 則

第２条 略 第２条 略

２及び３ 略 ２及び３ 略

４ 平成２１年度から平成２６年度まで ４ 平成２１年度から平成２６年度まで

の各年度分の区民税についての杉並区 の各年度分の区民税についての新条例

特別区税条例等の一部を改正する条例 第２０条の２

（平成２３年杉並区条例第 号）に

よる改正後の杉並区特別区税条例第２

０条の２の規定の適用については、同 の規定の適用については、同

条第１項第９号 中「特定非営利活動 条第１項第１１号中「第４１条の１８

に関する寄附金 の３に規定する認定特定非営利活動法

人が行う特定非営利活動促進法（平成

１０年法律第７号）第２条第１項に規
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資 料 １

」と 定する特定非営利活動に係る事業」と

あるのは、「特定非営利活動に関する あるのは、「第４１条の１８の３に規

寄附金 定する認定特定非営利活動法人が行う

特定非営利活動促進法（平成１０年法

律第７号）第２条第１項に規定する特

及び所得税法 定非営利活動に係る事業及び所得税法

等の一部を改正する法律（平成２０年 等の一部を改正する法律（平成２０年

法律第２３号）附則第５５条の規定に 法律第２３号）附則第５５条の規定に

よりなおその効力を有するものとされ よりなおその効力を有するものとされ

る同法第８条の規定による改正前の租 る同法第８条の規定による改正前の租

税特別措置法第４１条の１８の２第１ 税特別措置法第４１条の１８の２第１

項に規定する特定地域雇用等促進法人 項に規定する特定地域雇用等促進法人

が行う地域再生法の一部を改正する法 が行う地域再生法の一部を改正する法

律（平成２０年法律第３６号）附則第 律（平成２０年法律第３６号）附則第

２条の規定によりなおその効力を有す ２条の規定によりなおその効力を有す

るものとされる同法第２条の規定によ るものとされる同法第２条の規定によ

る改正前の地域再生法（平成１７年法 る改正前の地域再生法（平成１７年法

律第２４号）第５条第３項第３号に規 律第２４号）第５条第３項第３号に規

定する事業に関連する寄附金」とす 定する事業 」とす

る。 る。

５～７ 略 ５～７ 略

８ 区民税の所得割の納税義務者が、平 ８ 区民税の所得割の納税義務者が、平

成２１年１月１日から平成２５年１２ 成２１年１月１日から平成２３年１２

月３１日までの間に支払を受けるべき 月３１日までの間に支払を受けるべき

新条例附則第７条第１項に規定する上 新条例附則第７条第１項に規定する上

場株式等の配当等を有する場合には、 場株式等の配当等を有する場合には、

当該上場株式等の配当等に係る配当所 当該上場株式等の配当等に係る配当所

得については、同項前段の規定によ 得については、同項前段の規定によ

り、上場株式等に係る課税配当所得の り、上場株式等に係る課税配当所得の
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金額（同項前段に規定する上場株式等 金額（同項前段に規定する上場株式等

に係る課税配当所得の金額をいう。以 に係る課税配当所得の金額をいう。以

下この項において同じ。）に対して課 下この項において同じ。）に対して課

する区民税の所得割の額は、同条第１ する区民税の所得割の額は、同条第１

項前段の規定にかかわらず、当該上場 項前段の規定にかかわらず、当該上場

株式等に係る課税配当所得の金額の１ 株式等に係る課税配当所得の金額の１

００分の１．８に相当する額とする。 ００分の１．８に相当する額とする。

９～１４ 略 ９～１４ 略

１５ 区民税の所得割の納税義務者が、 １５ 区民税の所得割の納税義務者が、

平成２１年１月１日から平成２５年１ 平成２１年１月１日から平成２３年１

２月３１日までの間に地方税法等の一 ２月３１日までの間に地方税法等の一

部を改正する法律第１条の規定による 部を改正する法律第１条の規定による

改正後の地方税法（昭和２５年法律第 改正後の地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）附則第３５条の２の６第１ ２２６号）附則第３５条の２の６第１

２項に規定する上場株式等（以下この ２項に規定する上場株式等（以下この

項において「上場株式等」という。） 項において「上場株式等」という。）

の譲渡（新条例附則第１３条の２第２ の譲渡（新条例附則第１３条の２第２

項に規定する譲渡をいう。）のうち租 項に規定する譲渡をいう。）のうち租

税特別措置法第３７条の１２の２第２ 税特別措置法第３７条の１２の２第２

項各号に掲げる上場株式等の譲渡をし 項各号に掲げる上場株式等の譲渡をし

た場合には、当該上場株式等の譲渡に た場合には、当該上場株式等の譲渡に

よる事業所得、譲渡所得及び雑所得 よる事業所得、譲渡所得及び雑所得

（同法第３２条第２項の規定に該当す （同法第３２条第２項の規定に該当す

る譲渡所得を除く。）については、新 る譲渡所得を除く。）については、新

条例附則第１３条第１項の規定により 条例附則第１３条第１項の規定により

同項に規定する株式等に係る譲渡所得 同項に規定する株式等に係る譲渡所得

等の金額のうち当該上場株式等の譲渡 等の金額のうち当該上場株式等の譲渡

に係る事業所得の金額、譲渡所得の金 に係る事業所得の金額、譲渡所得の金

額及び雑所得の金額として地方税法施 額及び雑所得の金額として地方税法施
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資 料 １

行令及び国有資産等所在市町村交付金 行令及び国有資産等所在市町村交付金

法施行令の一部を改正する政令（平成 法施行令の一部を改正する政令（平成

２０年政令第１５２号）附則第７条第 ２０年政令第１５２号）附則第７条第

１０項に定めるところにより計算した １０項に定めるところにより計算した

金額（以下この項において「上場株式 金額（以下この項において「上場株式

等に係る譲渡所得等の金額」とい 等に係る譲渡所得等の金額」とい

う。）に対して課する区民税の所得割 う。）に対して課する区民税の所得割

の額は、新条例附則第１３条第１項の の額は、新条例附則第１３条第１項の

規定にかかわらず、上場株式等に係る 規定にかかわらず、上場株式等に係る

課税譲渡所得等の金額（上場株式等に 課税譲渡所得等の金額（上場株式等に

係る譲渡所得等の金額（次項の規定に 係る譲渡所得等の金額（次項の規定に

より読み替えて適用される新条例附則 より読み替えて適用される新条例附則

第１３条第２項の規定により読み替え 第１３条第２項の規定により読み替え

て適用される新条例第１８条の規定の て適用される新条例第１８条の規定の

適用がある場合には、その適用後の金 適用がある場合には、その適用後の金

額）をいう。）の１００分の１．８に 額）をいう。）の１００分の１．８に

相当する金額とする。 相当する金額とする。

１６～１９ 略 １６～１９ 略

２０ 平成２１年１月１日から平成２５ ２０ 平成２１年１月１日から平成２３

年１２月３１日までの期間内に新条例 年１２月３１日までの期間内に新条例

附則第１４条の４第３項に規定する所 附則第１４条の４第３項に規定する所

得割の納税義務者が支払を受けるべき 得割の納税義務者が支払を受けるべき

同項に規定する条約適用配当等に係る 同項に規定する条約適用配当等に係る

同項の規定の適用については、同項中 同項の規定の適用については、同項中

「１００分の５」とあるのは「１００ 「１００分の５」とあるのは「１００

分の３」と、「１００分の３」とある 分の３」と、「１００分の３」とある

のは「１００分の１．８」とする。 のは「１００分の１．８」とする。
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第３条による改正（杉並区特別区税条例の一部を改正する条例（平成２２年杉並区

条例第１７号）の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

附 則 附 則

第１条 この条例は、公布の日から施行 第１条 この条例は、公布の日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定 する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行す は、当該各号に定める日から施行す

る。 る。

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

(３) 附則第１３条の３の改正規定及 (３) 附則第１３条の３の改正規定及

び次条第６項の規定 平成２７年１ び次条第６項の規定 平成２５年１

月１日 月１日

第２条 略 第２条 略

２～５ 略 ２～５ 略

６ 新条例附則第１３条の３の規定は、 ６ 新条例附則第１３条の３の規定は、

平成２７年度以後の年度分の区民税に 平成２５年度以後の年度分の区民税に

ついて適用する。 ついて適用する。
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杉並区特別区税条例等の主な改正点

（注１）平成 20年杉並区条例第 37号 （注２）平成 20年法律第 21号

（注３）平成 22年杉並区条例第 17号 （注４）平成 22年法律第４号

税
目

改 正 内 容 施行日 適用関係

特

別

区

民

税

１ 寄附金税額控除の適用下限額の引下げ

寄附金税額控除の適用下限額を 5,000 円から

2,000 円に引き下げることとする。

（区税条例第 20条の２及び附則第３条の６・地

方税法第 314条の７及び附則第５条の５）

公布の日

（地方税法

の一部改正

平成 24 年

１月１日）

平成 24 年度

分から適用

２ 肉用牛の売却による事業所得に係る所得割の

課税の特例の適用期限の延長等

免税対象飼育牛の売却頭数が年間 1,500 頭を

超える場合には、その超える部分の所得につい

て免税対象から除外するとともに、その適用期

限を３年延長し、平成 27年度までとする。

（区税条例附則第４条・地方税法附則第６条）

平成 25 年

１月１日

平成 25 年度

分から適用

３ 上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対す

る課税の特例の適用期限の延長

平成 21 年１月１日から平成 23 年 12 月 31 日

までの間の上場株式等の配当所得及び譲渡所得

等に対する税率を 1.8％とする特例の適用期限を

２年延長し、平成 25年 12月 31日までとする。

（改正区税条例附則第２条（注１）・改正地方

税法附則第８条（注２））

公布の日

４ 非課税口座内上場株式等の譲渡に係る所得計

算の特例の施行日の延長

非課税口座内上場株式等の譲渡に係る所得計

算の特例について、施行日を２年延長し、平成

27年１月１日とする。

（改正区税条例附則第１条（注３）・改正地方

税法附則第１条（注４））

公布の日 平成 27 年度

分から適用

資 料 ２
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税
目

改 正 内 容 施行日 適用関係

特

別

区

民

税

・

軽

自

動

車

税

等

１ 過料の上限額の引上げ

区民税の納税管理人に係る不申告に関する過

料、区民税に係る不申告に関する過料、退職所

得申告書の不提出に関する過料、軽自動車税に

係る不申告等に関する過料及び鉱産税の納税管

理人に係る不申告に関する過料の上限額を３万

円から 10万円に引き上げることとする。

（区税条例第 13条、第 26 条、第 37 条の 10、第

45 条及び第 59 条・地方税法第 302 条、第 317 条

の５、第 328条の８、第 449条及び第 529条）

公布の日か

ら起算して

２月を経過

した日

２ 不申告に関する過料の創設

正当な事由がなくて申告書を提出しなかった

特別区たばこ税の申告納税者及び鉱産税の納税

者に対し、10 万円以下の過料を科する規定を設

けることとする。

（区税条例第 52 条の６及び第 57 条の２・地方

税法第 475条の２及び第 522条の２）


